
佐賀県ため池保全管理サポートセンター

～令和４年度 取組実績～
令和４年12月

今回のポイント

最近よく聞く、防災重点農業用ため池とは・・・

新たな防災重点ため池を「決壊した場合の浸水区域に家屋や
公 共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池」
と定義し、具体的な 基準を次のとおり設定している。

(1) ため池から 100m 未満の浸水区域内に家屋、公共施設等があるもの
(2) ため池から 100～500m の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、
かつ貯水量 1,000ｍ3以上のもの
(3) ため池から 500m 以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、
かつ貯水量 5,000ｍ3以上のもの
（４） 地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要

と認めるもの

事 務 所：佐賀市大財3-8-15 土地改良会館４階
（佐賀県土地改良事業団体連合会 総務部

会員支援課内）

連 絡 先：(TEL) 0952-24-6273(FAX) 0952-24-6473
支援内容：① 相談窓口

（火・木曜日 9:00～12:00、13:00～16:00）
② 現地パトロール
③ 技術指導・助言
④ 普及啓発



農業用ため池の管理については、日頃より各ため池管理者
において実施して頂いているところですが、平成30年７月豪
雨をはじめ、近年の異常気象による大雨によって、農業用
ため池が被災するケースが頻発しております。
豪雨シーズン前に、ため池の被災を未然に防止する
ためには、事前の点検や応急的な対策が重要となります。
このため、ため池管理者においては、下記の

「雨期前点検記録簿」に基づき点検を実施して頂くようご協力
をお願いしました。

表 裏



ため池サポートセンターは、R4年11月7～14日に
かけて、佐賀県内6カ所でため池管理者向けに
技術 研修会を行いました。主に、サポートセンター
の取組み、点検内容・注意点、災害時の対応、
ため池防災管理 アプリにつきまして、 説明を
行いました。その後、個別に相談を受けたため池に
ついては後日現地にて、指導・助言を行っています。

◇中部管内 （12月7日AM）
20名程度

◇東部管内 （12月7日PM）
20名程度

◇唐津管内 （12月9日）
10名程度

◇杵藤管内 （12月10日）
90名程度

◇伊万里市管内（12月14日AM）
40名程度

◇有田町管内 （12月14日PM）
40名程度

計 220名

◇研修会状況（伊万里）状況



近年の豪雨や、管理者の負担軽減の為に、水位計の
設置が普及しております。佐賀県でも推進していくため、
ため池サポートセンターで資料の取りまとめを行い、
また県内３ヶ所で実証実験中です。（一年間）
ご興味あられましたら、問い合わせください。


